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院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
宙
に
浮
い
た
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の
照
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に
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る
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に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
本
年
七
月
五
日
に
年
金
業
務
刷
新
に
関
す
る
政
府
・
与
党
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め

た
「
年
金
記
録
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
と
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
及
び
本
年
八
月
に
厚
生
労
働
省

に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
年
金
記
録
適
正
化
実
施
工
程
表
」
（
以
下
「
政
府
・
与
党
取
り
ま
と
め
等
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
又
は
被
保
険
者
に
係
る
記
録
と
基

礎
年
金
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
又
は
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係
る
記
録
と
を
、
当

該
受
給
権
者
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
等
の
情
報
を
用
い
て
突
合
せ
、
双
方
の
記
録
が
結
び
付
く
可
能
性
の
あ
る
も

の
を
特
定
す
る
作
業
（
以
下
「
名
寄
せ
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
の
三
項
目
が
一
致
す
る
記
録
に
係
る
名
寄
せ
（
以
下
「
第
一
次
名
寄
せ
」
と
い
う
。
）
を
実
施

す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
、
十
一
月
か
ら
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
年
金
受
給
者
の
記
録
に
係
る
第
一
次
名
寄

せ
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
、
こ
れ
以
外
の
名
寄
せ
に
係
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
開
発
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
及
び
三
に
つ
い
て

名
寄
せ
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
同
庁
職
員
の
業
務
分
担
を
行
い
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成

二
十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
名
寄
せ
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
は
と
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
政
府
・
与
党
取
り
ま
と
め
等
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
を
目
途
に
、
名
寄
せ
を
実
施
し
、
そ

の
結
果
、
基
礎
年
金
番
号
に
記
録
が
結
び
付
く
可
能
性
が
あ
る
方
に
対
し
、
そ
の
旨
と
加
入
履
歴
等
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
名
寄
せ
だ
け
で
は
基
礎
年
金
番
号
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
記
録
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
当
該
記
録
の
内

容
を
解
明
し
た
上
で
、
必
要
な
対
策
を
実
施
し
、
で
き
る
限
り
基
礎
年
金
番
号
に
記
録
を
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
以
降
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

二


